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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】より簡易で的確な超音波画像診断装置を提供す
る。
【解決手段】第１マーカが固定された超音波プローブ１
１１を用いて取得した超音波信号に基づいて、第１マー
カとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを
生成する超音波画像生成部１１０と、超音波プローブの
観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、
超音波プローブに固定された第１マーカを撮像する撮像
部１３０と、３次元超音波画像データを用いて、撮像さ
れた第１マーカの位置および向きに基づいた位置、形状
および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示
用画像生成部１２０と、生体の外観を撮像して取得した
表示用生体画像１４１に、表示用超音波画像データによ
る表示用超音波画像１４２を重畳して表示する表示部１
４０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
手段と、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段と、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成手
段と、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳して表示する表示手段と、
　を備えた超音波診断システム。
【請求項２】
　生成された複数の前記３次元超音波画像データの各々から血管領域を抽出する血管抽出
手段をさらに有し、
　前記表示手段は、抽出した前記血管領域を、前記表示用超音波画像データによる表示用
超音波画像に重畳して識別可能に表示する請求項１に記載の超音波診断システム。
【請求項３】
　前記表示用超音波画像に含まれる複数の血管領域のうちいずれかを選定する血管選定手
段をさらに有し、
　前記表示手段は、選定された前記血管領域を識別可能に表示する請求項２に記載の超音
波診断システム。
【請求項４】
　前記撮像手段は、さらに、棒状の器具を撮像し、
　前記表示手段は、前記器具の撮像画像から前記器具の位置および向きを認識して、前記
器具の挿入予測位置を、前記表示用超音波画像データによる表示用超音波画像に重畳して
表示する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波診断システム。
【請求項５】
　前記表示手段は、両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイであり、
　前記撮像手段は、前記両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに設けら
れた２個のカメラを含み、
　前記表示手段は、前記２個のカメラが撮像した前記生体の外観の３次元の表示用生体画
像に、前記表示用超音波画像データによる表示用超音波画像を重畳して表示する請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の超音波診断システム。
【請求項６】
　前記表示手段は、両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイであり、
　前記撮像手段は、前記両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに設けら
れた１個のカメラと、患者を撮影するための患者撮影用カメラとを含み、
　前記表示用画像生成手段は、前記１個のカメラと前記患者撮影用カメラとが撮像した画
像から前記表示用超音波画像を生成し、
　前記表示手段は、前記患者撮影用カメラが撮像した前記生体の外観の２次元の表示用生
体画像に、前記表示用超音波画像データによる表示用超音波画像を重畳して表示する請求
項１乃至４のいずれか１項に記載の超音波診断システム。
【請求項７】
　前記撮像手段は、前記生体の表面に固定された第２マーカを撮像し、
　生体の複数の位置において前記表示用画像生成手段が生成した複数の表示用超音波画像
データを、前記第２マーカの位置に対する相対位置に関連付けて蓄積する蓄積手段をさら
に有し、
　前記表示手段は、前記複数の複数の表示用超音波画像データによる複数の表示用超音波
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画像の各々を前記表示用生体画像に重畳して、時系列に表示する請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の超音波診断システム。
【請求項８】
　前記撮像手段は、生体表面に固定された第２マーカを撮像し、
　生体の複数の位置において前記表示用画像生成手段が生成した複数の表示用超音波画像
データを、前記第２マーカの位置に対する相対位置に関連付けて蓄積する蓄積手段をさら
に有し、
　前記表示手段は、前記複数の表示用超音波画像データによる複数の表示用超音波画像を
前記表示用生体画像に重畳して表示する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の超音波診
断システム。
【請求項９】
　前記表示手段は、医師による表示座標系の変更指示に対応して、前記表示用超音波画像
と前記表示用生体画像との相対位置関係を維持しながら表示座標系を変更する請求項１乃
至８のいずれか１項に記載の超音波診断システム。
【請求項１０】
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
手段と、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段から、撮像画像データを受信
する受信手段と、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成手
段と、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳した画像を表示手段に表示させるべく送信する送信手段と、
　を備える画像処理装置。
【請求項１１】
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
ステップと、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段から、撮像画像データを受信
する受信ステップと、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成ス
テップと、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳した画像を表示手段に表示させるべく送信する送信ステップ
と、
　を含む画像処理装置の制御方法。
【請求項１２】
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
ステップと、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段から、撮像画像データを受信
する受信ステップと、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成ス
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テップと、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳した画像を表示手段に表示させるべく送信する送信ステップ
と、
　をコンピュータに実行させる画像処理装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像を用いて医療を支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記技術分野において、特許文献１には、超音波プローブから得た超音波画像と、２つ
のシーンカメラから得た実画像とを、トラッカーカメラから得たカメラ視点座標系を使用
してフリーズおよび追加処理により重ね合わせて、ステレオＨＭＤに表示する技術が開示
されている。また、非特許文献１には、超音波プローブから得た超音波画像と、１つのカ
メラで得た超音波プローブのＡＲマーカの画像とから、シースルーで実空間に見える患者
に重なるように、両眼式のオプティカル・シースルーＨＭＤに対して超音波画像を表示す
る技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許US 6,695,779 B2公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Shinichi Tano et al.,“Simple Augmented Reality System for 3D Ul
trasonic Image by See-through HMD and Simple Camera and Marker Combination,”IEE
E-EMBS International Conference Biomedical and Health Informatics, Hong Kong, Ch
ina 2-7 Jan. 2012, p464-467
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、トラッカーカメラの映像による超音
波画像や実空間画像の座標変換処理を必要とする。一方、上記非特許文献１に記載の技術
では、オプティカル・シースルーＨＭＤにおいて実空間と超音波画像とがすぐにずれるた
め、的確な超音波画像診断を行なうことが難しかった。
【０００６】
　本発明の目的は、上述の課題を解決する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る超音波診断システムは、
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
手段と、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段と、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成手
段と、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳して表示する表示手段と、
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　を備えた。
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は、
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
手段と、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段から、撮像画像データを受信
する受信手段と、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成手
段と、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳した画像を表示手段に表示させるべく送信する送信手段と、
　を備える。
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置の制御方法は、
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
ステップと、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段から、撮像画像データを受信
する受信ステップと、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成ス
テップと、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳した画像を表示手段に表示させるべく送信する送信ステップ
と、
　を含む。
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置の制御プログラムは、
　第１マーカが固定された超音波プローブを用いて取得した超音波信号に基づいて、前記
第１マーカとの相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する超音波画像生成
ステップと、
　前記超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観を撮像すると共に、前記超音
波プローブに固定された前記第１マーカを撮像する撮像手段から、撮像画像データを受信
する受信ステップと、
　前記３次元超音波画像データを用いて、撮像された前記第１マーカの位置および向きに
基づいた位置、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する表示用画像生成ス
テップと、
　前記生体の外観を撮像して取得した表示用生体画像に、前記表示用超音波画像データに
よる表示用超音波画像を重畳した画像を表示手段に表示させるべく送信する送信ステップ
と、
　をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、より簡易に的確な超音波画像診断を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】本発明の第１実施形態に係る超音波診断システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の第２実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る超音波診断システムの構成を示すブロック図である
。
【図４】本発明の第２実施形態に係る超音波診断システムの動作手順を示すシーケンス図
である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である
。
【図７】本発明の第２実施形態に係るＷＥＢカメラの機能構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係るビデオキャプチャボード（ＶＣＢ）の機能構成を示
すブロック図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る超音波画像データの構成を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る撮像データの構成を示す図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る画像重ね合わせテーブルの構成を示す図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る３次元画像表示データの構成を示す図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る画像処理装置のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【図１４】本発明の第２実施形態に係る画像処理装置の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１５Ａ】本発明の第２実施形態に係る超音波プローブ位置および方向検出処理の手順
を示すフローチャートである。
【図１５Ｂ】本発明の第２実施形態に係る画像重ね合わせ処理の手順を示すフローチャー
トである。
【図１５Ｃ】本発明の第２実施形態に係る表示画像データ生成処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【図１６】本発明の第３実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示すブロック図である
。
【図１８】本発明の第３実施形態に係る画像蓄積ＤＢの構成を示す図である。
【図１９】本発明の第３実施形態に係る３次元画像表示データの構成を示す図である。
【図２０】本発明の第３実施形態に係る画像処理装置の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２１】本発明の第４実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【図２２】本発明の第４実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示すブロック図である
。
【図２３Ａ】本発明の第４実施形態に係る血管情報ＤＢの構成を示す図である。
【図２３Ｂ】本発明の第４実施形態に係る患部血管関連テーブルの構成を示す図である。
【図２４Ａ】本発明の第４実施形態に係る画像処理装置の処理手順を示すフローチャート
である。
【図２４Ｂ】本発明の第４実施形態に係る血管抽出処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図２４Ｃ】本発明の第４実施形態に係る血管選定処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図２５Ａ】本発明の第５実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である
。
【図２５Ｂ】本発明の第５実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である
。
【図２６】本発明の第５実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示すブロック図である
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。
【図２７】本発明の第５実施形態に係るナビゲーション情報テーブルの構成を示す図であ
る。
【図２８】本発明の第５実施形態に係る画像処理装置の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２９】本発明の第５実施形態に係るナビゲーション処理の手順を示すフローチャート
である。
【図３０】本発明の第６実施形態に係る超音波診断システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図３１】本発明の第６実施形態に係る超音波診断システムの調整パラメータを示す図で
ある。
【図３２】本発明の第６実施形態に係るフットスイッチによる調整時のＨＭＤ表示を示す
図である。
【図３３】本発明の第７実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態について例示的に詳しく説明する。ただ
し、以下の実施の形態に記載されている構成要素は単なる例示であり、本発明の技術範囲
をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００１４】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態としての超音波診断システム１００について、図１を用いて説明
する。超音波診断システム１００は、超音波画像を用いて医療を支援するシステムである
。
【００１５】
　超音波診断システム１００は、超音波画像生成部１１０と、撮像部１３０と、表示用画
像生成部１２０と、表示部１４０と、を含む。超音波画像生成部１１０は、マーカ１３１
が固定された超音波プローブ１１１を用いて取得した超音波信号に基づいて、マーカ１３
１との相対位置関係を含む、３次元超音波画像データを生成する。撮像部１３０は、超音
波プローブ１１１の観察部位を内部に有する生体の外観１３３を撮像すると共に、超音波
プローブ１１１に固定されたマーカ１３１を撮像する。表示用画像生成部１２０は、３次
元超音波画像データを用いて、撮像されたマーカ１３１の位置および向きに基づいた位置
、形状および大きさの表示用超音波画像データを生成する。表示部１４０は、生体の外観
１３３を撮像して取得した表示用生体画像１４１に、表示用超音波画像データによる表示
用超音波画像１４２を重畳して表示する。
【００１６】
　本実施形態によれば、超音波画像と生体の外観との重ね合わせ表示を実現することによ
り、より簡易に的確な超音波画像診断を実現することができる。
【００１７】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係る超音波診断システムについて説明する。本実施形態
の超音波診断システムは、実空間の患者をステレオＷＥＢカメラで撮影した実空間画像に
、超音波診断装置で取得した超音波画像を３次元に重ね合わせて、医師が掛けている両眼
式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに３次元表示する。両画像の重ね合わ
せは、ステレオＷＥＢカメラで撮影した実空間画像中の、超音波プローブに貼り付けた２
次元コードからなる光学マーカの画像により、超音波プローブの位置および方向を抽出す
ることで実現する。なお、本実施形態においては、超音波プローブに貼り付けた２次元コ
ードと、患者の生体表面に固定した２次元コードとの２つのマーカを配置した例を示す。
しかしながら、超音波プローブに貼り付けた２次元コードのマーカのみであっても、カメ
ラと超音波プローブとの相対的位置関係から重ね合わせ表示が可能である。
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【００１８】
　本実施形態によれば、２つの２次元光学マーカを２つのＷＥＢカメラで撮像して両眼式
ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに表示するので、簡単な構成でかつ処理
の負荷を低減して、実時間における超音波画像と患者を撮像した実空間画像との重ね合わ
せ表示を実現することができる。
【００１９】
　《超音波診断システム》
　図２～図４を参照して、本実施形態の超音波診断システムを説明する。
【００２０】
　（動作概念）
　図２は、本実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。図２は、本
実施形態の超音波診断システムにおいて、両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディ
スプレイ（以下、ＨＭＤ）２６０に表示される画像を図示している。
【００２１】
　ＨＭＤ２６０には、超音波プローブ画像２６１の移動に伴って、実時間の患者の撮像画
像に重ね合わせて超音波画像２６２および２６３が表示されている。ＨＭＤ２６０を掛け
た医師は、超音波プローブを動かすことによって、所望の患者内部の深さ方向の画像を患
者の画像に合わせて観察することができる。
【００２２】
　（構成）
　図３は、本実施形態に係る超音波診断システム３００の構成を示すブロック図である。
【００２３】
　超音波診断システム３００は、超音波診断装置３１０と、ＨＭＤ２６０と、ＨＭＤ２６
０に設置された２つのウェブカメラ（以下、ＷＥＢカメラ）３３０と、ビデオキャプチャ
ボード（以下、ＶＣＢ）３４０と、表示用画像生成部としての画像処理装置３５０と、を
有する。
【００２４】
　超音波診断装置３１０は、２次元マーカ３３１を貼り付けた超音波プローブ（深触子）
３１１により取得した患者内部の観察部位からの超音波反射信号に基づき、超音波プロー
ブ３１１の先端から深さ方向の画像を取得する。そして、超音波診断装置３１０が取得し
た画像信号は、ＶＣＢ３４０でデジタル画像データに変換されて画像処理装置３５０に送
られる。なお、本実施形態においては、既存の超音波診断装置３１０を使用する例を示す
が、デジタル画像データを出力する超音波画像取得装置であってもよい。
【００２５】
　ＷＥＢカメラ３３０は、医師３０２が掛けたＨＭＤ２６０の両眼部前面に設置されて、
患者３０１の超音波プローブ３１１を含む生体の外観である患部表面をステレオ撮像して
表示用生体画像を取得する。左右２つのＷＥＢカメラ３３０からの撮像画像は、ＶＣＢ３
４０を経由して画像処理装置３５０に送られる。撮像画像には、超音波プローブ３１１の
２次元マーカ３３１および患者３０１に固定された２次元マーカ３３２が映っている。な
お、ＷＥＢカメラ３３０はデジタル画像データを生成するので、ＶＣＢ３４０によるデジ
タル画像データへの変換は行なわれない。
【００２６】
　ＶＣＢ３４０は、アナログ画像信号をデジタル画像データに変換して画像処理装置３５
０に送り、一方、画像処理装置３５０からのデジタル画像データを必要であればアナログ
画像信号に変換して、ＨＭＤ２６０などの表示部に送る。また、ＶＣＢ３４０は、各装置
および機器間の制御信号も経由する。
【００２７】
　画像処理装置３５０の実空間画像生成部３５２は、ＶＣＢ３４０を経由して取得した、
実時間の患者の患部表面画像から２つの２次元マーカを抽出して、医師の視点（すなわち
、カメラ座標系）と超音波プローブ３１１の位置および方向とを決定する。医師の視点に
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基づいて、患部表面画像は絶対座標系に変換される。同時に、画像処理装置３５０の超音
波画像生成部３５１は、ＶＣＢ３４０を経由して実時間の患者患部の超音波画像を取得す
る。超音波画像は、超音波プローブ３１１の位置および方向に基づいて、絶対座標系に変
換される。そして、画像処理装置３５０の画像処理部３５３は、同じ絶対座標系において
、患部表面画像に超音波画像が重ね合わされて、さらに、ＨＭＤ表示座標系に変換されて
ＨＭＤ２６０に送信される。なお、本実施形態の画像処理装置３５０の詳細な機能構成は
、図５に示される。
【００２８】
　（動作手順）
　図４は、本実施形態に係る超音波診断システム３００の動作手順を示すシーケンス図で
ある。
【００２９】
　ステップＳ４０１において、超音波プローブ３１１は超音波信号を取得し、超音波診断
装置３１０は生成した超音波ビデオ信号をＶＣＢ３４０に送信する。ステップＳ４０３に
おいて、ＶＣＢ３４０は、超音波ビデオ信号をデジタル画像データに変換して、画像処理
装置３５０に入力する。ステップＳ４０５において、画像処理装置３５０は、入力された
超音波画像を記憶する。
【００３０】
　ステップＳ４０７において、左右のＷＥＢカメラ３３０は、２つのマーカおよび患者の
患部表面を撮像して、デジタル画像データでＶＣＢ３４０にパケット送信する。ステップ
Ｓ４０９において、画像処理装置３５０は、受信した撮像画像を記憶する。
【００３１】
　画像処理装置は、ステップＳ４１１において、受信した撮像画像から絶対座標系の実空
間画像を生成する。画像処理装置は、ステップＳ４１３において、撮像画像から２次元マ
ーカを抽出して、２次元マーカの画像データに基づいて超音波プローブ３１１の絶対座標
系での位置および方向を算出する。画像処理装置は、ステップＳ４１５において、超音波
プローブ３１１の絶対座標系での位置および方向に基づいて、超音波画像を３次元の絶対
座標系に変換する。画像処理装置は、ステップＳ４１７において、同じ絶対座標系の患者
の患部表面画像に超音波画像を重ね合わせる。
【００３２】
　ステップＳ４１９において、画像処理装置３５０は、重ね合わせた画像をＨＭＤ２６０
のＨＭＤ表示座標系、本実施形態では左右に対応するステレオ座標系、に変換して、表示
画像データを、ＶＣＢ３４０を経由してＨＭＤ２６０に送信する。ステップＳ４２１にお
いて、ＨＭＤ２６０は、患者の患部表面画像に超音波画像が重ね合わせた３次元画像を出
力する。
【００３３】
　《画像処理装置の機能構成》
　図５は、本実施形態に係る画像処理装置３５０の機能構成を示すブロック図である。
【００３４】
　画像処理装置３５０は、超音波診断装置３１０やＨＭＤ２６０、ＷＥＢカメラ３３０な
どとのインタフェースを行なう有線通信インタフェース５０１を有する。有線通信インタ
フェース５０１には、例えば、ＵＳＢ，ＤＶＩ，ＨＤＭＩ（登録商標），ＲＳ２３２Ｃな
どが含まれる。なお、本例では診断あるいは治療室内であるためシールドされた有線によ
る通信を示すが、電波による医療機器への影響が回避できれば無線による通信であっても
よい。
【００３５】
　画像処理装置３５０の超音波画像生成部３５１は、超音波画像データ受信部５０２と、
３次元絶対座標系超音波画像データ生成部５０３と、超音波プローブ位置および方向算出
部５０４と、２次元マーカ抽出部５０５と、を含む。超音波画像データ受信部５０２は、
有線通信インタフェース５０１を介して超音波診断装置３１０からの超音波画像信号を受
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信する。３次元絶対座標系超音波画像データ生成部５０３は、超音波プローブ位置および
方向に基づいて、受信した超音波画像信号から絶対座標系の超音波画像データを生成する
。超音波プローブ位置および方向算出部５０４は、患者の患部表面の撮像画像に含まれる
超音波プローブに貼られた２次元マーカから超音波プローブの位置および方向を算出する
。２次元マーカ抽出部５０５は、撮像画像データ受信部５０６からの患者の患部表面の撮
像画像に含まれる２次元マーカを抽出する。
【００３６】
　画像処理装置３５０の実空間画像生成部３５２は、撮像画像データ受信部５０６と、３
次元絶対座標系撮像画像データ生成部５０７と、を含む。撮像画像データ受信部５０６は
、有線通信インタフェース５０１を介して２つのＷＥＢカメラ３３０からの撮像画像デー
タを受信する。３次元絶対座標系撮像画像データ生成部５０７は、２次元マーカ抽出部５
０５が抽出した患者に固定した２次元マーカに基づいて、撮像画像デーから絶対座標系の
３次元実空間画像データを生成する。
【００３７】
　画像処理装置３５０の画像処理部３５３は、画像重ね合わせ部５０８と、座標系変換部
５０９と、ＨＭＤ表示画像データ送信部５１０と、を含む。画像重ね合わせ部５０８は、
同じ３次元絶対座標系の撮像画像データと超音波画像データとを重ね合わせる。座標系変
換部５０９は、画像重ね合わせ部５０８の重ね合わせ画像データを絶対座標系からＨＭＤ
座標系に変換する。この場合に、３次元表示となるように、左右眼用のＨＭＤ座標系に変
換される。ＨＭＤ表示画像データ送信部５１０は、生成されたＨＭＤ用の画像データを、
有線通信インタフェース５０１を介してＨＭＤ２６０に送信する。
【００３８】
　《超音波診断装置の機能構成》
　図６は、本実施形態に係る超音波診断装置３１０の機能構成を示すブロック図である。
なお、図６の超音波診断装置３１０は標準の構成であり、図６に限定されない。なお、図
６の各回路はハードウェア構成であっても、プログラムを実行することで実現するソフト
ウェア構成であってもよい。
【００３９】
　送信回路６０１は、超音波プローブ３１１から超音波発信するための電気信号を超音波
プローブ３１１に送信する。受信回路６０２は、超音波プローブ３１１が受信した超音波
に対応する電気信号を受信する。制御回路６０３は、送信回路６０１、受信回路６０２お
よび画像処理部６０６を制御する。
【００４０】
　カラードプラ回路６０４は、例えば、血管内の血流方向をドプラ効果に基づいて認識し
て、色分けして識別可能にする。スペクトラルドプラ回路は、例えば、ＦＦＴ解析などに
より特定部位を識別する。画像処理部６０６は、取得した超音波画像信号のデジタル変換
や画像処理（補正や補間など）を行なうと共に、記憶あるいは送信用データに変換する。
【００４１】
　モニタ６０７は、生成された超音波画像を表示する。ＬＳＲ（ラインスキャンレコーダ
）６０８は、生成された超音波画像をラインスキャンデータで保持する。記録装置６０９
は、生成された超音波画像を種々の形式で記憶媒体に記憶する。ＤＩＣＯＭ（Digital Im
aging Communications in Medicine)６１０は、生成された超音波画像を送信するための
通信制御部である。なお、通信規格は本例に限定されず、アナログデータの送信も含まれ
る。
【００４２】
　《ＷＥＢカメラの機能構成》
　図７は、本実施形態に係るＷＥＢカメラ３３０の機能構成を示すブロック図である。な
お、図７にはＷＥＢカメラ３３０の一構成例が示されており、これに限定されない。また
、図７では、ＷＥＢカメラ３３０が撮像した画像をパケット通信する構成を有することを
示し、各構成要素の詳細な説明は省略する。
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【００４３】
　ＷＥＢカメラ３３０の基盤回路には、ＣＣＤカメラ７０２と、撮像した画像データを画
像処理装置３５０に送信するための制御回路７０１とが装備されている。
【００４４】
　《ＨＭＤの構成》
　ＷＥＢカメラを両眼前方に配置したＨＭＤ２６０については、既存のＨＤＭが使用可能
であり、説明は省略する。
【００４５】
　《ビデオキャプチャボード（ＶＣＢ）の機能構成》
　図８は、本実施形態に係るビデオキャプチャボード（ＶＣＢ）３４０の機能構成を示す
ブロック図である。なお、図８のＶＣＢ３４０の構成は一例であって、これに限定されな
い。
【００４６】
　ＶＣＢ３４０は、デジタルテレビ信号やアナログビデオ信号、あるいは通信データを受
信する入出力コネクタ８０１と、外部に通信出力する補助入出力コネクタ８０２とを有す
る。また、ＶＣＢ３４０は、デジタルテレビ信号をデコードするビデオデコーダ８０３と
、アナログビデオ信号をデジタル変換するＡＤコンバータおよびシンクセパレータ８０４
とを有する。
【００４７】
　ＦＰＧＡ(Field Programmable Gate Array)８０５は、ハードウェアの制御部であり、
ＣＰＵとプログラムメモリからなるソフトウェアの制御部であってもよい。フレームメモ
リ８０６は、デジタル画像データを一時保持する。通信インタフェース８０７は、画像処
理装置３５０に画像データを送信するインタフェースであり、ＵＳＢ，ＤＶＩ，ＨＤＭＩ
（登録商標），ＲＳ２３２Ｃなどであってよい。
【００４８】
　（超音波画像データ）
　図９は、本実施形態に係る超音波画像データ９００の構成を示す図である。超音波画像
データ９００は、超音波画像生成部３５１が超音波診断装置３１０から受信した画像デー
タを記憶する構成である。
【００４９】
　超音波画像データ９００は、超音波画像データＩＤ９０１に対応付けて、患者ＩＤ９０
２と、患部９０３と、超音波画像の取得日時（タイムスタンプ）９０４と、超音波画像取
得時のパラメータ９０５と、受信した超音波画像データ９０６と、を記憶する。
【００５０】
　（撮像データ）
　図１０は、本実施形態に係る撮像データ１０００の構成を示す図である。撮像データ１
０００は、超音波画像生成部３５１の２次元マーカ抽出部５０５や実空間画像生成部３５
２がＷＥＢカメラ３３０から受信した画像データを記憶する構成である。
【００５１】
　撮像データ１０００は、撮像画像データＩＤ１００１に対応付けて、患者ＩＤ１００２
と、患部１００３と、撮像画像の取得日時（タイムスタンプ）１００４と、ＷＥＢカメラ
３３０で撮像した時点のパラメータ１００５と、ＷＥＢカメラ３３０から受信した撮像画
像データ１００６と、を記憶する。
【００５２】
　さらに、撮像データ１０００は、２次元マーカ抽出部５０５における２次元マーカ位置
１００７と２次元マーカ画像データ１００８とを記憶する。
【００５３】
　（画像重ね合わせテーブル）
　図１１は、本実施形態に係る画像重ね合わせテーブルの構成を示す図である。画像重ね
合わせテーブルは、画像重ね合わせ部５０８における画像データの重ね合わせに使用され
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る。画像重ね合わせテーブルとしては、重ね合わせのための座標変換パラメータを記憶す
るパラメータテーブル１１１０と、画像データの重ね合わせに使用される画像データテー
ブル１１２０とを有する。画像重ね合わせテーブルは、３次元超音波画像データとマーカ
との相対位置関係を保持する。
【００５４】
　パラメータテーブル１１１０は、超音波プローブ３１１に貼り付けた２次元マーカ３３
１と固定の２次元マーカ３３２とのそれぞれの、２次元コードＩＤ１１１１、２次元コー
ドの位置１１１２および方向１１１３に対応付けて、画像データの座標変換パラメータを
記憶する。座標変換パラメータは、撮像画像を絶対座標系に変換する座標変換パラメータ
１１１４と、超音波画像を絶対座標系に変換する座標変換パラメータ１１１５とを含む。
【００５５】
　画像データテーブル１１２０は、受信した超音波画像データ１１２１と、座標変換パラ
メータ１１１５と、画像データの調整パラメータ１１２３とに基づいて生成した、絶対座
標系の３次元超音波画像データ１１２４を記憶する。また、画像データテーブル１１２０
は、同じタイムスタンプの、受信した撮像画像データ１１２５と、座標変換パラメータ１
１１４と、画像データの調整パラメータ１１２７とに基づいて生成した、絶対座標系の３
次元撮像画像データ１１２８を記憶する。
【００５６】
　そして、画像データテーブル１１２０は、３次元撮像画像データ１１２８に３次元超音
波画像データ１１２４を重ねた、絶対座標系の３次元重ね合わせ画像データ１１２９を記
憶する。
【００５７】
　（３次元画像表示データ）
　図１２は、本実施形態に係る３次元画像表示データ１２００の構成を示す図である。３
次元画像表示データ１２００は、ＨＭＤ２６０に表示するための表示データを生成するた
めに使用される。
【００５８】
　３次元画像表示データ１２００は、３次元重ね合わせ画像データ１２０１に対応付けて
、画像取得の日時（タイムスタンプ）１２０２と、絶対座標系からＨＭＤ座標系に変換す
るための座標変換パラメータ１２０３と、変換されたＨＭＤ座標系画像データ１２０４と
、を含む。さらに、３次元画像表示データ１２００は、ＨＭＤ２６０に３次元表示するた
め、右目用ＨＭＤ画像データ１２０５と左目用ＨＭＤ画像データ１２０６とを含む。
【００５９】
　《画像処理装置のハードウェア構成》
　図１３は、本実施形態に係る画像処理装置３５０のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【００６０】
　図１３で、ＣＰＵ１３１０は演算制御用のプロセッサであり、プログラムを実行するこ
とで図４の画像処理装置３５０の機能構成部を実現する。ＲＯＭ(Read Only Memory)１３
２０は、初期データおよびプログラムなどの固定データおよびプログラムを記憶する。ま
た、無線通信インタフェース１３３０は、ネットワークを介して他の機器や通信端末やサ
ーバと通信する。なお、ＣＰＵ１３１０は１つに限定されず、複数のＣＰＵであっても、
あるいは画像処理用のＧＰＵを含んでもよい。また、ＲＡＭ１３４０とストレージ１３５
０との間でデータを転送するＤＭＡＣを設けるのが望ましい（図示なし）。さらに、入出
力インタフェース１３６０は、ＣＰＵ１３１０とは独立したＣＰＵを有して、ＲＡＭ１３
４０の領域に入出力データを書き込みあるいは読み出しするのが望ましい。したがって、
ＣＰＵ１３１０は、ＲＡＭ１３４０にデータが受信あるいは転送されたことを認識してデ
ータを処理する。また、ＣＰＵ１３１０は、処理結果をＲＡＭ１３４０に準備し、後の送
信あるいは転送は無線通信インタフェース１３３０やＤＭＡＣ、あるいは入出力インタフ
ェース１３６０や有線通信インタフェース５０１に任せる。
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【００６１】
　ＲＡＭ１３４０は、ＣＰＵ１３１０が一時記憶のワークエリアとして使用するランダム
アクセスメモリである。ＲＡＭ１３４０には、本実施形態の実現に必要なデータを記憶す
る領域が確保されている。超音波画像データ１３４１は、本画像処理装置３５０が超音波
診断装置３１０から受信した画像データである。３次元超音波画像データ１３４２は、絶
対座標系に変換された超音波画像データである。撮像画像データ１３４３は、本画像処理
装置３５０がＷＥＢカメラ３３０から受信した画像データである。３次元撮像画像データ
１３４４は、絶対座標系に変換された撮像画像データである。２次元マーカ画像データ１
３４５は、撮像画像データ１３４３から抽出された２次元マーカの画像データである。２
次元マーカの位置および方向１３４６は、２次元マーカ画像データ１３４５から算出され
た２次元マーカの位置と方向とである。超音波プローブ３１１に貼られた２次元マーカ３
３１の位置と方向とから超音波プローブ３１１の位置と方向を知ることができる。重ね合
わせ画像データ１３４７は、３次元撮像画像データ１３４４に３次元超音波画像データ１
３４２を重ねた画像データである。ＨＭＤ表示画像データ１３４８は、重ね合わせ画像デ
ータ１３４７からＨＭＤ座標系に変換された画像データである。本実施形態においては、
右目用ＨＭＤ表示画像データと左目用ＨＭＤ表示画像データとを含む。入出力データ１３
４９は、入出力インタフェース７６０を介して入出力されるデータである。
【００６２】
　ストレージ１３５０には、データベースや各種のパラメータ、あるいは本実施形態の実
現に必要な以下のデータまたはプログラムが記憶されている。超音波画像ＤＢ１３５１は
、超音波診断装置３１０から受信した超音波画像を蓄積するデータベースであり、後述の
第３実施形態以降において蓄積された超音波画像が使用される。
【００６３】
　ストレージ１３５０には、以下のプログラムが格納される。画像処理装置制御プログラ
ム１３５２は、本画像処理装置３５０の全体を制御する制御プログラムである。超音波画
像生成モジュール１３５３は、超音波診断装置３１０から受信した超音波画像データから
絶対座標系の３次元超音波画像データを生成するモジュールである。撮像画像生成モジュ
ール１３５４は、ＷＥＢカメラ３３０から受信した撮像画像データから絶対座標系の３次
元撮像画像データを生成するモジュールである。超音波プローブ位置・方向算出モジュー
ル１３５５は、ＷＥＢカメラ３３０から受信した撮像画像データから２次元マーカを抽出
して、超音波プローブ３１１に貼られた２次元マーカ３３１の位置および方向から超音波
プローブ３１１の位置と方向を算出するモジュールである。画像重ね合わせモジュール１
３５６は、生成された絶対座標系の３次元撮像画像データに３次元超音波画像データを重
ね合わせるモジュールである。ＨＭＤ画像表示モジュール１３５７は、重ね合わせた画像
データをＨＭＤ座標系の両目用画像データに変換して、ＨＭＤ２６０に表示させるモジュ
ールである。
【００６４】
　入出力インタフェース１３６０は、入出力機器との入出力データをインタフェースする
。入出力インタフェース１３６０には、表示部１３６１、タッチパネル／キーボードなど
の操作部１３６２、スピーカやマイクなどの音声入出力部１３６３が接続される。さらに
、超音波診断装置３１０やＨＭＤ２６０、ＷＥＢカメラ３３０が接続する有線通信インタ
フェース５０１が接続される。なお、有線通信インタフェース５０１は、無線通信インタ
フェース１３３０と兼用されてもよい。
【００６５】
　なお、図１３のＲＡＭ１３４０やストレージ１３５０には、画像処理装置３５０が有す
る汎用の機能や他の実現可能な機能に関連するプログラムやデータは図示されていない。
【００６６】
　《画像処理装置の処理手順》
　図１４は、本実施形態に係る画像処理装置３５０の処理手順を示すフローチャートであ
る。このフローチャートは、図１３のＣＰＵ１３１０がＲＡＭ１３４０を使用して実行し
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、図５の機能構成部を実現する。
【００６７】
　画像処理装置３５０は、ステップＳ１４０１において、超音波診断装置３１０から超音
波画像データを受信する。次に、画像処理装置３５０は、ステップＳ１４０３において、
ＷＥＢカメラ３３０から実空間の撮像画像データを受信する。
【００６８】
　画像処理装置３５０は、ステップＳ１４０５において、受信した撮像画像データに含ま
れる２次元マークの画像データに基づいて、超音波プローブ３１１の位置および方向を算
出する（図１５Ａ参照）。画像処理装置３５０は、ステップＳ１４０７において、撮影画
像データと超音波画像データとの座標系を一致させて、画像データを重ね合わせる（図１
５Ｂ参照）。そして、画像処理装置３５０は、ステップＳ１４０９において、重ね合わせ
た画像データをＨＭＤ座標系に変換してＨＭＤ２６０に送信する（図１５Ｃ参照）。
【００６９】
　画像処理装置３５０は、ステップＳ１４１１において、処理の終了か否かを判定し、終
了でなければステップＳ１４０１に戻って、画像データの取得、画像データの重ね合わせ
、画像データの３次元表示を繰り返す。
【００７０】
　（超音波プローブ位置および方向検出処理）
　図１５Ａは、本実施形態に係る超音波プローブ位置および方向検出処理（Ｓ１４０５）
の手順を示すフローチャートである。
【００７１】
　画像処理装置３５０は、ステップＳ１５１１において、撮像画像データから２次元マー
カの枠を抽出する。次に、画像処理装置３５０は、ステップＳ１５１３において、２次元
コード枠内の画像データを抽出する。次に、画像処理装置３５０は、ステップＳ１５１５
において、患者に固定した固定マーカの位置および形状による向きを算出して、絶対座標
系を取得する。そして、画像処理装置３５０は、ステップＳ１５１７において、超音波プ
ローブ３１１に貼ったマーカの絶対座標系における位置および方向を算出する。
【００７２】
　（画像重ね合わせ処理）
　図１５Ｂは、本実施形態に係る画像重ね合わせ処理（Ｓ１４０７）の手順を示すフロー
チャートである。
【００７３】
　画像処理装置３５０は、ステップＳ１５２１において、撮像画像データを絶対座標系に
変換する。次に、画像処理装置３５０は、ステップＳ１５２３において、超音波画像デー
タを絶対座標系に変換する。そして、画像処理装置３５０は、ステップＳ１５２５におい
て、絶対座標系の撮像画像データに超音波画像データを重ね合わせて、重ね合わせ画像デ
ータを生成する。
【００７４】
　（表示画像データ生成処理）
　図１５Ｃは、本実施形態に係る表示画像データ生成処理（Ｓ１４０９）の手順を示すフ
ローチャートである。
【００７５】
　画像処理装置３５０は、ステップＳ１５３１において、重ね合わせ画像データをＨＭＤ
座標系に変換する。そして、画像処理装置３５０は、ステップＳ１５３３において、右目
用ＨＭＤ表示画像データを生成し、ステップＳ１５３５において、左目用ＨＭＤ表示画像
データを生成する。そして、生成された左右ＨＭＤ表示画像データをＨＭＤ２６０に送信
する。
【００７６】
　本実施形態によれば、２つの２次元光学マーカを２つのＷＥＢカメラで撮像して両眼式
ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに表示するので、簡単な構成でかつ処理
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の負荷を低減して、実時間における超音波画像と患者を撮像した実空間画像との重ね合わ
せ表示を実現することができる。
【００７７】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係る超音波診断システムについて説明する。本実施形態
に係る超音波診断システムは、上記第２実施形態と比べると、蓄積した複数の超音波画像
を重ね合わせる点で異なる。その他の構成および動作は、第２実施形態と同様であるため
、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【００７８】
　《超音波診断システムの動作概念》
　図１６は、本実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。なお、図
１６において、第２実施形態の図２と同様の要素には同じ参照番号を付して、説明は省略
する。
【００７９】
　本実施形態においては、複数の超音波画像データを蓄積して、複数の超音波画像表示１
６０１－１～１６０１－ｎにより、各超音波画像の深さ方向ばかりでなく、左右方向に連
続した超音波画像１６０１を患部表面画像に重ね合わせて表示する。
【００８０】
　かかる重ね合わせ表示により、擬似的に患者内部の３次元画像を観察することができる
。また、次元列に超音波画像データを蓄積して、超音波診断の動作を再現することにより
、超音波診断装置の操作の教育にも使用することが可能となる。
【００８１】
　《画像処理装置の機能構成》
　図１７は、本実施形態に係る画像処理装置１７５０の機能構成を示すブロック図である
。なお、図１７において、第２実施形態の図５と同様の機能構成部には同じ参照番号を付
して、説明は省略する。
【００８２】
　超音波画像ＤＢ１７５１は、超音波診断装置３１０から受信した複数の超音波画像デー
タを次元列に蓄積する。画像重ね合わせ部１７０８は、実時間で受信した超音波画像デー
タを重ね合わせるばかりでなく、超音波画像ＤＢ１７５１に蓄積された、時系列の複数の
超音波画像データを重ね合わせたり、画像処理装置１７５０あるいは医師により選択され
た複数の超音波画像データを重ね合わせたりする。
【００８３】
　（超音波画像ＤＢ）
　図１８は、本実施形態に係る超音波画像ＤＢ１７５１の構成を示す図である。なお、超
音波画像ＤＢ１７５１の構成は図１８に限定されない。
【００８４】
　超音波画像ＤＢ１７５１は、超音波画像ＩＤ１８０１に対応付けて、患者ＩＤ１８０２
と、患部１８０３と、超音波画像の取得日時（タイムスタンプ）１８０４と、超音波診断
装置３１０から受信した超音波画像データ１８０５と、を格納する。また、超音波画像Ｄ
Ｂ１７５１は、画像処理装置１７５０で得られた、絶対座標系１８０６と、超音波プロー
ブ位置および方向１８０７と、生成された３次元超音波画像データ１８０８と、を格納す
る。さらに、超音波画像ＤＢ１７５１は、ＨＭＤ座標系に変換されたＨＭＤ表示画像デー
タ１８０９を格納してもよい。
【００８５】
　（３次元画像表示データ）
　図１９は、本実施形態に係る３次元画像表示データ１９００の構成を示す図である。３
次元画像表示データ１９００は、本実施形態の複数の超音波画像の重ね合わせを実現する
ための構成である。
【００８６】
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　３次元画像表示データ１９００は、１つの絶対座標系撮像データ１９０１に対応して複
数の重ね合わせ超音波画像データ１９０２を記憶する。そして、複数の超音波画像データ
１９０２を重ね合わせた、絶対座標系の重ね合わせ画像データ１９０３と、ＨＭＤ座標系
表示》画像データ１９０４と、右目用ＨＭＤ表示画像データ１９０５と、左目用ＨＭＤ表
示画像データ１９０６と、を記憶する。
【００８７】
　（画像重ね合わせ処理）
　図２０は、本実施形態に係る画像重ね合わせ処理（Ｓ１４０７）の手順を示すフローチ
ャートである。図２０のフローチャートは、図１４のステップＳ１４０７において図１５
Ｂと置き換わる。なお、図２０において、図１５Ｂと同じステップには同じステップ番号
を付して、説明を省略する。
【００８８】
　画像処理装置１７５０は、ステップＳ２０２５において、絶対座標系の超音波画像デー
タを超音波画像ＤＢ１７５１に格納する。次に、画像処理装置１７５０は、ステップＳ２
０２７において、撮像画像データに重ね合わせるべき超音波画像データを超音波画像ＤＢ
１７５１から取得する。そして、画像処理装置１７５０は、ステップＳ２０２９において
、撮像画像データに重ね合わせるべき超音波画像データを重ね合わせて、重ね合わせ画像
データを生成する。
【００８９】
　本実施形態によれば、蓄積した複数の超音波画像を撮像した実空間の患者画像に重ね合
わせて表示することにより、実時間における身体内部の状態を３次元的に観察することが
できる。
【００９０】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態に係る超音波診断システムについて説明する。本実施形態
に係る超音波診断システムは、上記第２実施形態および第３実施形態と比べると、複数の
超音波画像から血管領域を抽出し、患部と血管との関係から治療において対象とする血管
を選定する点で異なる。その他の構成および動作は、第２実施形態あるいは第３実施形態
と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省
略する。なお、本実施形態においては、血管領域の抽出を説明するが、超音波画像の特定
の明度部分あるいは特定の色部分を抽出する部分抽出部を設け、超音波画像の抽出した部
分を３次元実空間画像と重ね合わせてもよい。なお、本実施形態においては、患部として
肝臓を対象に説明するが、患部は肝臓に限定されない。
【００９１】
　《超音波診断システムの動作概念》
　図２１は、本実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【００９２】
　ＨＭＤ２６０の表示２１１０は、各超音波画像データから、例えばカラードプラ処理な
どにより、血流をその方向と共に抽出すると共に血管輪郭を抽出して、複数の超音波画像
データの血管輪郭の連続性に基づき同方向の血流を合体することで血管を抽出した表示画
面である。表示２１１０には、肝臓画像２１１１と、肝臓中の門脈２１１２と静脈２１１
３とを色分けして表示している。
【００９３】
　ＨＭＤ２６０の表示２１２０は、肝臓画像２１２１と、肝臓中の血管である門脈２１２
２と静脈２１２３とに加えて、患部（病巣）２１２４を表示している。
【００９４】
　ＨＭＤ２６０の表示２１３０は、肝臓画像２１３１に、患部（病巣）２１２４および患
部（病巣）２１２４に繋がる門脈２１３３を選定して、色付けして表示している。
【００９５】
　これらのＨＭＤ２６０の表示２１１０～２１３０から、医師の対象とする患部や血管を
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医師が容易に判断できる。
【００９６】
　《画像処理装置の機能構成》
　図２２は、本実施形態に係る画像処理装置２２５０の機能構成を示すブロック図である
。なお、図２２において、図５または図１７と同様の機能構成部には同じ参照番号を付し
て、説明は省略する。また、図２２には、患部（病巣）の画像生成や血管選定処理の機能
構成部は、煩雑さを避けるため図示していない。
【００９７】
　血管画像生成部２２５１は、血管抽出部２２５２と血管選定部２２５３とを有し、実空
間画像に重ね合わせる血管画像データを生成する。血管抽出部２２５２は、超音波画像Ｄ
Ｂ１７５１に蓄積された複数の超音波画像データのカラードプラ処理による血流情報と血
管輪郭の連続性とを使用して、複数の超音波画像データの血管輪郭をつなぎ合わせること
によって、血管を抽出する。なお、血管抽出部２２５２による血管の抽出は、超音波画像
ＤＢ１７５１に蓄積された画像データでなく、実時間に超音波診断装置３１０で取得した
画像データにより行なわれてもよい。血管選定部２２５３は、血管抽出部２２５２により
抽出された血管の中から、特に医師がマーキングした血管の末梢側を支配領域として抽出
して色付けする。血管画像ＤＢ２２５４は、血管抽出部２２５２が抽出した血管画像、あ
るいは血管選定部２２５３が選定した支配領域の血管画像を、患者や患部、血管名などに
より検索可能に蓄積して、以降に参照される。画像重ね合わせ部２２０８は、撮像データ
に血管画像データや支配領域を重ね合わせて、重ね合わせ画像データを生成する。なお、
さらに超音波画像データを重ね合わせてもよい。すなわち、画像処理装置２２５０は、複
数の超音波画像データより、血管の連続性を判断して、医師の必要とする支配領域の血管
を抽出し、他の血管と区別して違う色付けなどを行って、撮像データに重ね合わせて、両
眼式ビデオシースルー型ＨＭＤに表示させる（図２２の最下図参照）。
【００９８】
　（血管抽出および色分け）
　まず、超音波画像の血流表示から血管を抽出する処理を説明する。まず、超音波画像の
色の抽出などから血管画像を抽出して、２値化画像を生成する。そして、２値化画像に基
づいて血管を抽出する。１枚の超音波画像から複数の血管断面が抽出されるので、抽出し
た血管にそれぞれラベリングを行い、輪郭を保存する。次の超音波画像に対しても同じ操
作を行い、血管のラベリングと輪郭の抽出とを行ない保存する。連続性のある部分を判定
し、連続した血管はグループ分けして、１つのグループとする。複数の超音波画像につい
てこの処理を繰り返すと、グループ同士がまとまって大きなグループとなっていき、１つ
の連続する血管の抽出となる。
【００９９】
　次に、患部（病巣：切除予定部）につながる血管に基づいて患部を抽出して色付けする
処理を説明する。最初に、表示画面上において、必要と思われる血管（門脈）にマーキン
グする。マーキングは、ポインティングデバイスを用いて、指定した部分より末梢側か中
枢側かもわかるように、ベクトルなども用いて行なう。マーキングした末梢部分とつなが
ったグループを、例えば赤い色で表示する。他のグループの血管であってそれが門脈であ
れば、結局、中枢部分と連続するはずなので、それを青い色で表示する。肝静脈は、門脈
と連続性がないのでマーキングした中枢側とも末梢側ともつながらないので、これは緑色
などで表示する。また、小さなグループで連続性がはっきりしないものについては、アー
チファクトの可能性があるので、削除して表示しない。このようにして、赤、青、緑で、
それぞれ切除予定門脈、残存予定門脈、肝静脈の順に色付けして表示する。その結果、超
音波画像から、必要な血管を色分けして表示できることになる。なお、上記説明では、３
色に色分けしたが、切除予定門脈を赤などの目立つ色に色付けするのみでもよい。
【０１００】
　（血管画像ＤＢ）
　図２３Ａは、本実施形態に係る血管画像ＤＢ２２５４の構成を示す図である。血管画像
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ＤＢ２２５４の構成は、図２３Ａに限定されない。
【０１０１】
　血管画像ＤＢ２２５４は、患者名２３１１に対応付けて患部２３１２を記憶する。なお
、図２３Ａでは、患部２３１２として肝臓のみを図示しているが、複数の患部であっても
よい。
【０１０２】
　血管画像ＤＢ２２５４は、各患部に対応して関連する血管名２３１３を記憶する。そし
て、各血管を示す複数の血管部位画像データ（血流情報）として、超音波画像の取得日時
２３１４と３次元絶対座標系の血管部位画像データ２３１５と、血管部位輪郭画像データ
２３１６と、各血管画像に対しラベリングしたラベル２３１７とを記憶する。
【０１０３】
　そして、血管画像ＤＢ２２５４は、各超音波画像の血管部位の輪郭の連続性に基づいて
抽出したグループ２３１８と、各グループに色付けする場合にそのグループに対して割り
当てた表示色２３１９とを記憶する。なお、表示色２３１９が指定されてない場合は、白
黒画像で表示される。あるいは、白黒が指定されてもよい。
【０１０４】
　（患部血管関連テーブル）
　図２３Ｂは、本実施形態に係る患部血管関連テーブル２３２０の構成を示す図である。
患部血管関連テーブル２３２０は、患部と血管とを関連付けた情報に基づく医師による血
管のマーキングにより、患部（病巣）に繋がる血管を選定するために使用される。なお、
図２３Ｂには、患部として肝臓のみを示すが、他の患部に付いても同様のテーブルが作成
される。
【０１０５】
　患部血管関連テーブル２３２０は、患部２３２１に対応して、複数の区域（肝臓では８
つの区域）２３２２を記憶する。そして、各区域２３２２に繋がる血管２３２３を記憶す
る。そして、その血管２３２３を示す３次元絶対座標系の血管部位画像データ２３２４の
グループと、血管部位輪郭画像データ２３２５と、各血管画像に対しラベリングしたラベ
ル２３２６とを記憶する。
【０１０６】
　そして、患部血管関連テーブル２３２０は、ユーザによる表示画面上のマーキングとの
つながりに基づいて選別した、同一グループであることを示すマーク２３２７と、各マー
クに対応する表示画面上の表示色２３２８とを記憶する。なお、実際にマーキングするの
は、患部（病巣）につながる血管のみであり、表示色２３２８が記憶されるのはマーキン
グされた血管およびその領域である。他の血管あるいは肝臓組織の表示色２３２８は指定
無しでは白黒画像で表示されるので、患部（病巣）が医師に明瞭に認知される。
【０１０７】
　《画像処理装置の処理手順》
　図２４Ａは、本実施形態に係る画像処理装置２２５０の処理手順を示すフローチャート
である。このフローチャートは、図１３のＣＰＵ１３１０がＲＡＭ１３４０を使用して実
行し、図２２の機能構成部を実現する。なお、図２４Ａにおいては、超音波画像からの血
管抽出処理と、患部（病巣）につながる血管選定処理とを一連の処理として説明するが、
血管抽出処理と血管選定処理とはそれぞれ独立した処理として実行されてもよい。
【０１０８】
　画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４０１において、複数の超音波画像からドプラ
処理により血流を見付け、繋ぎ合わせた血管部分を抽出する（図２４Ｂ参照）。次に、画
像処理装置２２５０は、ステップＳ２４０３において、患部（病巣）につながる血管の選
定処理を行なうか否かを判定する。血管選定処理を行なう場合、画像処理装置２２５０は
、ステップＳ２４０５において、患部（病巣）につながる血管選定処理（図２４Ｃ参照）
を実行する。そして、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４０７において、撮像画像
データに血管画像データを重ね合わせる。血管選定処理を行なわない場合は、撮像画像デ
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ータに血管部位の画像データを重ね合わせる。なお、重ね合わせ処理は、超音波画像デー
タが血管画像データに変わるのみで、図１５Ｂと同様であるので、図示および説明は省略
する。
【０１０９】
　（血管抽出処理）
　図２４Ｂは、本実施形態に係る血管抽出処理（Ｓ２４０１）の手順を示すフローチャー
トである。
【０１１０】
　画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４２１において、１枚の超音波画像から色など
により血管画像を抽出する。例えば、超音波診断装置においてカラードプラ処理を行なう
と、血流が赤と青で表わされる。次に、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４２３に
おいて、抽出した血管画像を２値化して血管輪郭を得てラベリングして保存する。画像処
理装置２２５０は、ステップＳ２４２５において、関連する部位の一連の複数の超音波画
像について、ステップＳ２４２１およびＳ２４２３の処理が終了したかを判定し、全ての
超音波画像について処理が終了するまで繰り返す。
【０１１１】
　全ての超音波画像について処理が終了すると、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２
４２７において、ラベルが付されて保存された複数の血管輪郭からその連続性に基づいて
、血管画像をグループ分けする。なお、血管輪郭の連続性の判断は、例えば、その輪郭点
座標の距離の平均値が閾値より小さい場合、あるいは、輪郭点座標の距離の最大値が閾値
より小さい場合、などを条件として行なう。輪郭点座標の距離は、例えば、最小２乗値に
より求めてよい。そして、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４２９において、グル
ープ分けされた各グループを１つのつながった血管として記憶する。
【０１１２】
　（血管選定処理）
　図２４Ｃは、本実施形態に係る血管選定処理（Ｓ２４０５）の手順を示すフローチャー
トである。
【０１１３】
　画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４３１において、血管抽出処理のグループ分け
の結果、閾値以下の小さなグループであればアーチファクトやノイズなどの可能性が高い
ので、血管選定処理の対象から削除する。そして、画像処理装置２２５０は、ステップＳ
２４３３において、血管抽出処理の結果から血管が重ね合わせ表示された表示画面上にお
ける医師のポインティングに対応して、必要な血管にマーキングを行なう。なお、両眼式
ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイを使用する場合、医師の血管へのマーキ
ングは、マーカを付したペンなどの棒状の指示具による実空間におけるポインティングに
よって行なわれる。指示具の３次元絶対座標上の位置および方向から、３次元空間でその
延長線上に表示された血管がマーキングされてその情報が記憶される。かかる血管のマー
キング情報は、経時的に超音波画像内の血管の変動があっても、血管輪郭画像の動きを追
跡することにより同じ血管を指示するよう維持される。
【０１１４】
　画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４３５において、マーキングした血管位置の末
梢側につながるグループを抽出して、これら抽出したグループを第１色に色付けする。ま
た、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４３７において、マーキングした血管位置の
中枢側につながるグループを抽出して、これら抽出したグループを第２色に色付けする。
また、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４３９において、マーキングした血管位置
とつながらないグループを抽出して、これら抽出したグループを第３色に色付けする。そ
して、画像処理装置２２５０は、ステップＳ２４４１において、色分けしたグループを記
憶する。なお、図２４Ｃでは、３つの色に色分けしたが、色分けの数は３つに限定されな
い。煩雑にならずに医師の適切な判断を支援する色数を選択すればよい。例えば、病巣を
切除する場合、病巣区域の血管およびその領域のみを色付けして、医師に認知させるのが
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望ましい。かかる血管および病巣の色付け情報も、経時的に超音波画像内の血管の変動が
あっても、血管輪郭画像の動きを追跡することにより同じ血管および病巣を指示するよう
維持される。
【０１１５】
　本実施形態によれば、生検・穿刺・治療時に必要な実時間における血管および患部に関
する情報を医師が容易に取得することができる。
【０１１６】
　［第５実施形態］
　次に、本発明の第５実施形態に係る超音波診断システムについて説明する。本実施形態
に係る超音波診断システムは、上記第２実施形態乃至第４実施形態と比べると、生検・穿
刺・治療時の医師に対し、針などの医療器具の進路のナビゲーションを行なう点で異なる
。その他の構成および動作は、第２実施形態、第３実施形態または第４実施形態と同様で
あるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
なお、本実施形態においては、超音波プローブに貼り付けた２次元コードと、患者の患部
表面に固定した２次元コードの２つのマーカを配置した例を示す。しかしながら、超音波
プローブに貼り付けた２次元コードのマーカのみであっても、カメラと超音波プローブと
の相対的位置関係から重ね合わせ表示および針などの医療器具の進路推定が可能である。
【０１１７】
　《超音波診断システムの動作概念》
　図２５Ａおよび図２５Ｂを参照して、本実施形態の超音波診断システムの動作概念を説
明する。なお、図２５Ａおよび図２５Ｂにおいて、図２と同様の要素には同じ参照番号を
付す。
【０１１８】
　（生検時の動作概念）
　図２５Ａは、本実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【０１１９】
　ＨＭＤ２６０の表示２５１０には、乳房のしこり部位２５１１から針生検で組織を吸引
器２５１２により取得する例が示されている。針２５１２ａの位置と方向が、本実施形態
の２つのＷＥＢカメラにより算出できる。針２５１２ａの位置と方向から針２５１２ａの
先端の到達位置を推定可能である（２５１２ｂ参照）。一方、組織吸引対象のしこり部位
２５１１は、超音波プローブ３１１（ＨＭＤ画面では２６１）による超音波画像から取得
できる。ＨＭＤ２６０の表示２５１０には、針２５１２ａの先端の到達推定位置と生検対
象部位とが重なり表示される。なお、針２５１２ａの特定は、２つのＷＥＢカメラの３次
元映像を参照画像と比較することによっても可能であるが、術前にマーカを付した吸引器
２５１２および針２５１２ａを撮像することにより、特定がより確実となる。
【０１２０】
　したがって、現在の針２５１２ａの位置と方向が目標部位である乳房のしこり部位２５
１１に向かっているか／いないかが観察できるので、生検時の医師の操作をナビゲーショ
ン可能である。
【０１２１】
　（穿刺・治療時の動作概念）
　図２５Ｂは、本実施形態に係る超音波診断システムの動作概念を示す図である。
【０１２２】
　ＨＭＤ２６０の表示２５２０には、内頸静脈２５２２からカテーテルを心臓に導入する
例が示されている。カテーテルの前には内頸静脈穿刺が行なわれる。この場合に、注射器
２５２１に接続した針２５２１ａの位置と方向が、本実施形態の２つのＷＥＢカメラによ
り算出できる。針２５２１ａの位置と方向から針２５２１ａの先端の到達位置２５２１ｂ
を推定可能である。一方、内頸静脈２５２２の穿刺ターゲット２５２２ａは、超音波プロ
ーブ３１１（ＨＭＤ画面では２６１）による超音波画像から取得できる。ＨＭＤ２６０の
表示２５２０には、針２５２１の先端の到達推定位置と内頸静脈２５２２とが重なり表示
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される。
【０１２３】
　したがって、現在の針２５２１ａの位置と方向が内頸静脈２５２２に向かっているか／
いないかが観察できるので、内頸静脈穿刺時の医師の操作をナビゲーション可能である。
なお、針２５２１ａの特定は、２つのＷＥＢカメラの３次元映像を参照画像と比較するこ
とによっても可能であるが、術前にマーカを付した注射器２５２１および針２５１２ａを
撮像することにより、特定がより確実となる。
【０１２４】
　《画像処理装置の機能構成》
　図２６は、本実施形態に係る画像処理装置２６５０の機能構成を示すブロック図である
。なお、図２６において、図５、図１７または図２２と同様の機能構成部には同じ参照番
号を付して、説明は省略する。
【０１２５】
　医療器具（針）の位置および方向算出部２６５４は、２つのＷＥＢカメラ３３０の撮像
画像から、医療器具（針）の位置および方向を算出する。先端到達推定位置画像データ生
成部２６５５は、算出された医療器具（針）の位置および方向から、その延長として、先
端到達位置を推定して、重ね合わせ画像データを生成する。画像重ね合わせ部２６０８は
、撮像画像データに血管画像データを重ね合わせ、さらに、医療器具（針）の先端到達推
定位置を示す画像データを重ね合わせる。
【０１２６】
　（ナビゲーション情報テーブル）
　図２７は、本実施形態に係るナビゲーション情報テーブル２７００の構成を示す図であ
る。ナビゲーション情報テーブル２７００は、生検・穿刺・治療に関連して必要なデータ
を記憶し、ナビゲーションに使用される。
【０１２７】
　ナビゲーション情報テーブル２７００は、針生検などの検査あるいは穿刺による治療部
位座標２７０１に対応付けて、使用する医療器具画像データ２７０２と、撮像画像から算
出された医療器具の位置および方向２７０３と、医療器具の位置および方向２７０３に基
づいて推定された到達推定位置画像データ２７０４と、を記憶する。そして、ナビゲーシ
ョン情報テーブル２７００は、検査・治療部位座標２７０１と到達推定位置とのマッチン
グ結果２７０５と、マッチング結果の医師への通知２７０６とを記憶する。なお、マッチ
ング結果２７０５は、例えば、検査・治療部位あるいはその近傍に識別可能に表示するの
が望ましい。また、医師への通知２７０６は、音声や警報で通知するのが望ましい。
【０１２８】
　《画像処理装置の処理手順》
　図２８は、本実施形態に係る画像処理装置２６５０の処理手順を示すフローチャートで
ある。このフローチャートは、図１３のＣＰＵ１３１０がＲＡＭ１３４０を使用して実行
し、図２６の機能構成部を実現する。なお、図２８において、図１４または図２４と同様
のステップには同じテップ番号を付して、説明を省略する。
【０１２９】
　画像処理装置２６５０は、ステップＳ２８０６において、医療器具ナビゲーション処理
を実行する（図２９参照）。
【０１３０】
　（ナビゲーション処理）
　図２９は、本実施形態に係るナビゲーション処理（Ｓ２８０６）の手順を示すフローチ
ャートである。
【０１３１】
　画像処理装置２６５０は、ステップＳ２９０１において、撮像画像から医療器具（本例
では針）を抽出する。次に、画像処理装置２６５０は、ステップＳ２９０３において、２
つのＷＥＢカメラ３３０からの画像データに基づき、医療器具の位置および方向を算出す
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る。次に、画像処理装置２６５０は、ステップＳ２９０５において、医療器具の位置およ
び方向を延長して、医療器具の到達推定位置を挿入予測位置とする。そして、画像処理装
置２６５０は、ステップＳ２９０７において、医療器具の到達推定位置を識別可能に表示
するための画像データを生成する。
【０１３２】
　本実施形態によれば、実時間における生検・穿刺・治療時に必要な情報を医師に報知す
ることにより、医師をナビゲーションすることができる。
【０１３３】
　［第６実施形態］
　次に、本発明の第６実施形態に係る超音波診断システムについて説明する。本実施形態
に係る超音波診断システムは、上記第２実施形態と比べると、超音波診断システムを構成
する装置および器具、あるいは処理の調整を医師が足で行なえる点で異なる。その他の構
成および動作は、第２実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符
号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１３４】
　《超音波診断システムの構成》
　図３０は、本実施形態に係る超音波診断システム３０００の構成を示すブロック図であ
る。図３０において、図３と同様の構成要素には同じ参照番号を付して、説明を省略する
。
【０１３５】
　画像処理装置３０５０は、各構成要素、例えば超音波診断装置３１０、ＨＭＤ２６０、
ＷＥＢカメラ３３０などを調整する画像処理調整部３０５４を有する。画像処理調整部３
０５４の動作は、調整パラメータを各構成要素の送信する処理も含む。フットスイッチ３
０６０は、手術室における各構成要素の調整を医師の足によって行なうためのスイッチ群
を有する。フットスイッチ３０６０への医師の操作は、画像処理調整部３０５４に伝達さ
れる。
【０１３６】
　なお、図３０においては、フットスイッチ３０６０には３つのスイッチ３０６１～３０
６３が設けられている。ここで、スイッチ３０６１は、調整対象あるいは調整パラメータ
をスクローリングして選択するためのスイッチである。スイッチ３０６２は、調整を強く
あるいは調整パラメータを高くするスイッチである。スイッチ３０６３は、調整を弱くあ
るいは調整パラメータを低くするスイッチである。例えば、調整対象として表示のコント
ラストを選択した場合には、スイッチ３０６２によりコントラストを強く、スイッチ３０
６３によりコントラストを弱くする。また、ＷＥＢカメラのセンサゲインを選択した場合
は、スイッチ３０６２によりゲインを高く、スイッチ３０６３によりゲインを低くする。
また、超音波プローブからの超音波周波数を選択した場合は、スイッチ３０６２により周
波数を高く、スイッチ３０６３により周波数を低くする。なお、スイッチ３０６１～３０
６３の配置は図３０に限定されず、スイッチ３０６１～３０６３を左から右に並べてもよ
い。また、フットスイッチ３０６０に配置するスイッチ数も３つに限定されるものではな
い。
【０１３７】
　（調整パラメータ）
　図３１は、本実施形態に係る超音波診断システム３０００の調整パラメータ３０５４ａ
を示す図である。調整パラメータ３０５４ａは、調整必要なパラメータとその設定値の一
覧である。なお、フットスイッチ３０６０におけるスイッチ３０６１による選択が階層的
に構成され、調整対象の機器の選択→調整対象項目→調整パラメータの順に分岐して選択
されてもよい。
【０１３８】
　調整パラメータ３０５４ａは、装置および機器など調整対象部３１０１に対応して、複
数の機種がある場合は機種３１０２を記憶する。そして、調整パラメータ３０５４ａは、
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各調整対象部３１０１の各機種３１０２に対応付けて、調整対象パラメータ３１０３と、
設定されたパラメータ値３１０４とを記憶する。さらに、過去の設定パラメータの履歴と
その評価３１０５を記憶してもよい。
【０１３９】
　例えば、調整パラメータには、ＷＥＢカメラの撮像パラメータや、超音波診断装置のモ
ードや使用周波数、ＨＭＤの明度やコントラスト、ＶＣＢの通信速度、画像処理装置の各
種パラメータが含まれる。
【０１４０】
　（パラメータ調整部）
　図３２は、本実施形態に係るフットスイッチ３０６０による調整時のＨＭＤ表示を示す
図である。図３２には、調整対象としてスイッチ３０６１で「ＷＥＢカメラの焦点」が選
択され、スイッチ３０６２が「焦点を遠くに」調整し、スイッチ３０６３が「焦点を近く
に」調整する例を示す。なお、実時間の処理で必須な調整パラメータを除いて、他のパラ
メータはあらかじめ設定されることが望ましい。
【０１４１】
　ＨＭＤ２６０の表示画面３２１０には、ＷＥＢカメラ３３０が撮像した患者画像に重ね
て、超音波プローブ画像２６１と超音波画像とが表示される。そして、フットスイッチ３
０６０の各スイッチ３０６１～３０６３に対応する操作内容が表示されている。左表示３
２０１は、スイッチ３０６１によって調整対象が「焦点」であることを表示している。中
表示３２０２は、スイッチ３０６２によって焦点が「遠く」なることを表示している。右
表示３２０３は、スイッチ３０６３によって焦点が「近く」なることを表示している。な
お、「焦点」の表示には、現在の焦点距離の数値が含まれてもよい。
【０１４２】
　本実施形態によれば、医師が手を使用せずに足により超音波診断システムの調整パラメ
ータを設定できるので、超音波診断システムの調整が容易となる。
【０１４３】
　［第７実施形態］
　次に、本発明の第７実施形態に係る超音波診断システムについて説明する。本実施形態
に係る超音波診断システムは、上記第２実施形態乃至第６実施形態と比べると、超音波画
像の表示がヘッドマウントディスプレイでなくハーフミラーである点で異なる。その他の
構成および動作は、第２実施形態乃至第６実施形態と同様であるため、同じ構成および動
作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１４４】
　《超音波診断システムの動作概念》
　図３３は、本実施形態に係る超音波診断システム３３００の動作概念を示す図である。
なお、図３３において、図３または図３０と同様の機能構成部には同じ参照番号を付して
、説明を省略する。なお、本実施形態においては、患者の患部に固定する絶対座標系用の
２次元マーカ３３２は必要でない。
【０１４５】
　画像処理装置３３５０は、患者および２次元マーカを撮像するカメラの画像データに基
づく表示画像データを生成する実空間画像生成部を有しない。患者の実空間画像への超音
波画像の重ね合わせは、重ね合わせ観察機器３３７０によって実現される。重ね合わせ観
察機器３３７０は、カメラ３３７１および３３７４と、表示画面３３７２と、ハーフミラ
ー３３７３とを有する。カメラ３３７１は、患者および２次元マーカを撮像する。カメラ
３３７４は、医師の視線を認識するために医師の顔を撮像する。表示画面３３７２は、カ
メラ３３７１の撮像画像から算出した医師３０２の視線座標系に反射画像が一致するよう
に、超音波画像を表示する。ハーフミラー３３７３は、表示画面３３７２の超音波画像を
反射すると共に、患者を透過して観察可能である。すなわち、カメラ３３７１が撮像した
顔画像から視点の座標を求め、超音波プローブにつけた２次元マーカの画像から超音波プ
ローブの位置を計測し、視点の位置と超音波プローブの位置との、ハーフミラーからの位
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置関係で超音波画像を表示する
【０１４６】
　本実施形態によれば、医師がヘッドマウントディスプレイを掛けることなく実時間にお
ける超音波画像と患者とを重ね合わせて観察することができる。
【０１４７】
　［他の実施形態］
　なお、上記実施形態においては、両眼式ヘッドマウントディスプレイの場合に、ＷＥＢ
カメラも両眼に２個配置したが、１個のＷＥＢカメラをヘッドマウントディスプレイに、
１個のカメラを患者撮影用カメラとして配置しても、その動作および効果は同様である。
この場合には、患者画像は２次元画像であり、その２次元患者画像のマーク位置に表示用
超音波画像データによる表示用超音波画像を重畳して表示することになる。
【０１４８】
　また、上記実施形態においては、右眼用表示データと左眼用表示データとを生成して、
両眼式ヘッドマウントディスプレイに３次元表示を行なう例を示したが、両眼用の分離を
せずに２次元表示を行なってもよい。特に、１個の患者撮影用カメラで患者を撮影する場
合は、患者画像は２次元画像なので、２次元表示とすれば処理の負荷が軽減され、迅速な
処理が可能となる。しかしながら、実時間に実際の患者体内の状態を観察するのであれば
、３次元の患者画像に３次元の超音波画像、あるいは、複数の超音波画像から生成された
臓器や血管などの３次元画像を重畳するのが望ましい。この場合には、さらに、医師によ
る表示座標系の変更指示に対応して、容易に患者画像および重畳した臓器や血管などの３
次元画像を、相対位置関係を維持しながら仮想視点に表示座標系を変更することが可能で
ある。すなわち、実際には医師が観察していない角度からの重畳画像、例えば、患者真上
からの画像や、医師の位置の反対側からの画像を観察することもできる。さらに、超音波
画像を焦点深度を変えて収集することにより、患者体内の深度の異なる画像も生成できる
。
【０１４９】
　また、上記実施形態においては、既存の超音波診断装置に新規な画像処理装置を接続し
た超音波診断システムについて説明した。しかしながら、本発明に係る超音波診断システ
ムは、上記実施形態の超音波診断装置を超音波画像取得部とし、画像処理装置を画像処理
部とする、１つの装置として実現することもできる。その場合には、異なる画像信号を収
集するためのＶＣＢは、あらかじめ画像信号を統一すれば必須の構成要素ではない。例え
ば、スマートフォンやタブレットなどの携帯機器にソフトウェアを搭載し、超音波プロー
ブをＵＳＢなどで接続し、タブレット表示画面に表示する構成も可能である。スマートフ
ォンの場合は、他の拡大表示部を必要とする。
【０１５０】
　なお、超音波診断システムでは、大量の演算処理が必要になる。例えば、カメラからの
画像データの取得、マーカ抽出とマーカ座標系取得、超音波画像データの取得、各座標系
のマーカ座標系への変換、絶対座標系を使用する場合は絶対座標系への変化、表示座標系
への変換、３次元表示であれば右眼用座標変換および左眼用座標変換など。したがって、
実時間表示をするには、それぞれの機能構成部が独立したプロセッサを有して分散処理す
る構成が望ましい。例えば、超音波画像取得部と、カメラからの画像取得部（特に、３次
元画像取得）と、患者画像と超音波画像とを重畳した表示データ生成部と、表示部（特に
、ＨＭＤ）と、が処理を分散実行する構成が考えられる。
【０１５１】
　また、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な
変更をすることができる。また、それぞれの実施形態に含まれる別々の特徴を如何様に組
み合わせたシステムまたは装置も、本発明の範疇に含まれる。
【０１５２】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用されてもよいし、単体の装



(25) JP 2014-221175 A 2014.11.27

置に適用されてもよい。さらに、本発明は、実施形態の機能を実現する情報処理プログラ
ムが、システムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給される場合にも適用可能である
。したがって、本発明の機能をコンピュータで実現するために、コンピュータにインスト
ールされる制御プログラム、あるいはその制御プログラムを格納した媒体、その制御プロ
グラムをダウンロードさせるＷＷＷ(World Wide Web)サーバも、本発明の範疇に含まれる
。特に、少なくとも、上述した実施形態に含まれる処理ステップをコンピュータに実行さ
せる制御プログラムを格納した非一時的コンピュータ可読媒体（non-transitory compute
r readable medium）は本発明の範疇に含まれる。

【図３】 【図４】



(26) JP 2014-221175 A 2014.11.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(27) JP 2014-221175 A 2014.11.27

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(28) JP 2014-221175 A 2014.11.27
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【図１９】 【図２０】
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【図２３Ｂ】 【図２４Ａ】
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【図２５Ａ】 【図２５Ｂ】

【図２６】 【図２７】



(33) JP 2014-221175 A 2014.11.27

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】
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【図２１】
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【図３３】

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月18日(2013.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段が、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観と共に撮像した、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像に基づいて、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得手段と、
　前記超音波プローブを用いて取得した複数の超音波信号に基づいて、複数の２次元超音
波画像データを時系列に生成する２次元超音波画像データ生成手段と、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
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生成する３次元超音波画像データ生成手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データを蓄積する超音波画像データ蓄積手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出手段と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを蓄積する血管領域データ蓄積手段と、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、
　前記複数の表示用画像を表示することにより、生体と観察部位と複数の血管領域とを識
別可能に重畳して表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
る血管選定手段と、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御手段と、
　を備えた超音波診断システム。
【請求項２】
　前記撮像手段は、さらに、棒状の器具を撮像し、
　前記器具の撮像画像から前記器具の位置および向きを認識して、前記器具の挿入予測位
置を示す表示用挿入位置画像を生成する表示用挿入位置画像生成手段を、さらに備え、
　前記表示手段は、前記表示用画像にさらに前記表示用挿入位置画像を重畳して表示する
請求項１に記載の超音波診断システム。
【請求項３】
　前記表示手段は、両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイであり、
　前記撮像手段は、前記両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに設けら
れた２個のカメラを含む請求項１または２に記載の超音波診断システム。
【請求項４】
　前記表示手段は、両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイであり、
　前記撮像手段は、前記両眼式ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに設けら
れた１個のカメラと、患者を撮影するための患者撮影用カメラとを含む請求項１または２
に記載の超音波診断システム。
【請求項５】
　前記表示用画像生成手段は、医師による表示座標系の変更指示に対応して、前記複数の
３次元超音波画像データおよび前記複数の３次元血管領域データと、前記生体画像データ
との相対位置関係を維持しながら表示座標系を変更する請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の超音波診断システム。
【請求項６】
　前記超音波画像データ蓄積手段は、前記超音波信号の取得タイミングを付加して、前記
複数の３次元超音波画像データを蓄積し、
　前記血管領域データ蓄積手段は、前記超音波信号の取得タイミングを付加して、前記複
数の３次元血管領域データを蓄積し、
　前記表示用画像生成手段は、前記超音波信号の取得タイミングを用いて、前記生体画像
データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数の３次元血管領域データを重
畳する、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の超音波診断システム。
【請求項７】
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　撮像手段から、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観の画像と共に、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像を受信して、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得手段と、
　前記超音波プローブを用いて時系列に取得した超音波信号に基づいて生成された、複数
の２次元超音波画像データを時系列に受信する２次元超音波画像データ受信手段と、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データを蓄積する超音波画像データ蓄積手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出手段と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを蓄積する血管領域データ蓄積手段と、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、
　前記複数の表示用画像を表示手段に送信することにより、前記表示手段に生体と観察部
位と複数の血管領域とを識別可能に重畳して表示させる表示画像送信手段と、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
るよう制御する血管選定制御手段と、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御手段と、
　を備える画像処理装置。
【請求項８】
　撮像手段から、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観の画像と共に、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像を受信して、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得ステップと、
　前記超音波プローブを用いて時系列に取得した超音波信号に基づいて生成された、複数
の２次元超音波画像データを時系列に受信する２次元超音波画像データ受信ステップと、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データを超音波画像データ蓄積手段に蓄積する超音波画像
データ蓄積ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出ステップ
と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを血管領域データ蓄積手段に蓄積する血管領域データ蓄積ステップと、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
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記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成ステップ
と、
　前記複数の表示用画像を表示手段に送信することにより、前記表示手段に生体と観察部
位と複数の血管領域とを識別可能に重畳して表示させる表示画像送信ステップと、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
るよう制御する血管選定制御ステップと、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御ステップと、
　を含む画像処理装置の作動方法。
【請求項９】
　撮像手段から、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観の画像と共に、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像を受信して、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得と、
　前記超音波プローブを用いて時系列に取得した超音波信号に基づいて生成された、複数
の２次元超音波画像データを時系列に受信する２次元超音波画像データ受信ステップと、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データを超音波画像データ蓄積手段に蓄積する超音波画像
データ蓄積ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出手段と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを血管領域データ蓄積手段に蓄積する血管領域データ蓄積ステップと、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成ステップ
と、
　前記複数の表示用画像を表示手段に送信することにより、前記表示手段に生体と観察部
位と複数の血管領域とを識別可能に重畳して表示させる表示画像送信ステップと、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
るよう制御する血管選定制御ステップと、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御ステップと、
　をコンピュータに実行させる画像処理装置の制御プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、トラッカーカメラの映像による超音
波画像や実空間画像の座標変換処理を必要とする。一方、上記非特許文献１に記載の技術
では、複数の超音波画像から血管を抽出しているが、治療対象とする血管を選定して、患
部と血管との関係から血管および患部に関する情報を医師が容易に取得することができず
、的確な超音波画像診断を行なうことが難しかった。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る超音波診断システムは、
　撮像手段が、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観と共に撮像した、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像に基づいて、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得手段と、
　前記超音波プローブを用いて取得した複数の超音波信号に基づいて、複数の２次元超音
波画像データを時系列に生成する２次元超音波画像データ生成手段と、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データを蓄積する超音波画像データ蓄積手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出手段と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを蓄積する血管領域データ蓄積手段と、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、
　前記複数の表示用画像を表示することにより、生体と観察部位と複数の血管領域とを識
別可能に重畳して表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
る血管選定手段と、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御手段と、
　を備えた。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は、
　撮像手段から、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観の画像と共に、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像を受信して、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得手段と、
　前記超音波プローブを用いて時系列に取得した超音波信号に基づいて生成された、複数
の２次元超音波画像データを時系列に受信する２次元超音波画像データ受信手段と、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データを蓄積する超音波画像データ蓄積手段と、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出手段と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを蓄積する血管領域データ蓄積手段と、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、
　前記複数の表示用画像を表示手段に送信することにより、前記表示手段に生体と観察部
位と複数の血管領域とを識別可能に重畳して表示させる表示画像送信手段と、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
るよう制御する血管選定制御手段と、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御手段と、
　を備える。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置の作動方法は、
　撮像手段から、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観の画像と共に、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像を受信して、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得ステップと、
　前記超音波プローブを用いて時系列に取得した超音波信号に基づいて生成された、複数
の２次元超音波画像データを時系列に受信する２次元超音波画像データ受信ステップと、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データを超音波画像データ蓄積手段に蓄積する超音波画像
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データ蓄積ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出ステップ
と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを血管領域データ蓄積手段に蓄積する血管領域データ蓄積ステップと、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成ステップ
と、
　前記複数の表示用画像を表示手段に送信することにより、前記表示手段に生体と観察部
位と複数の血管領域とを識別可能に重畳して表示させる表示画像送信ステップと、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
るよう制御する血管選定制御ステップと、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御ステップと、
　を含む。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置の制御プログラムは、
　撮像手段から、超音波プローブの観察部位を内部に有する生体の外観の画像と共に、前
記超音波プローブに固定された第１マーカと前記生体の表面に固定された第２マーカとの
画像を受信して、前記第１マーカの位置および向きと前記第２マーカの位置および向きと
を取得するマーカ情報取得と、
　前記超音波プローブを用いて時系列に取得した超音波信号に基づいて生成された、複数
の２次元超音波画像データを時系列に受信する２次元超音波画像データ受信ステップと、
　前記複数の超音波信号のそれぞれの取得時における前記第１マーカの位置および向きと
前記第２マーカの位置および向き、および、前記複数の２次元超音波画像データに基づい
て、前記第２マーカを基準とする３次元座標で表わした複数の３次元超音波画像データを
生成する３次元超音波画像データ生成ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データを超音波画像データ蓄積手段に蓄積する超音波画像
データ蓄積ステップと、
　前記複数の３次元超音波画像データの各々から、前記第２マーカを基準とする３次元座
標で表わした複数の３次元血管領域データを抽出する３次元血管領域データ抽出ステップ
と、
　血管輪郭の連続性に基づいて前記複数の３次元血管領域データをグループ分けし、各グ
ループに対して血管領域を識別するためのグループ識別データを付した前記複数の３次元
血管領域データを血管領域データ蓄積手段に蓄積する血管領域データ蓄積ステップと、
　前記超音波画像データ蓄積手段から前記複数の３次元超音波画像データを読み出し、前
記血管領域データ蓄積手段から前記複数の３次元血管領域データを読み出して、複数の血
管領域が生体画像および観測部位の超音波画像と識別可能となるように、前記生体の外観
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を撮像して取得した生体画像データに前記複数の３次元超音波画像データおよび前記複数
の３次元血管領域データを重畳し、複数の表示用画像を生成する表示用画像生成ステップ
と、
　前記複数の表示用画像を表示手段に送信することにより、前記表示手段に生体と観察部
位と複数の血管領域とを識別可能に重畳して表示させる表示画像送信ステップと、
　前記表示手段に表示された前記複数の血管領域から少なくとも１つの血管領域を選定す
るよう制御する血管選定制御ステップと、
　前記グループ識別データに基づいて、前記表示手段が、前記選定された血管領域のグル
ープに属する３次元血管領域データによる血管領域と前記選定された血管領域のグループ
に属さない３次元血管領域データによる血管領域とを識別可能に表示するよう制御する表
示制御ステップと、
　をコンピュータに実行させる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本実施形態によれば、２つの２次元光学マーカを２つのＷＥＢカメラで撮像して両眼式
ビデオシースルー型ヘッドマウントディスプレイに表示するので、簡単な構成でかつ処理
の負荷を低減して、実時間における超音波画像と患者を撮像した実空間画像との重ね合わ
せ表示を実現することができる。一方、上記非特許文献１に記載の技術では、オプティカ
ル・シースルーＨＭＤにおいて実空間と超音波画像とがすぐにずれるため、的確な超音波
画像診断を行なうことが難しかった。
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